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 保健事業の現状と今後の具体的な見直し 

 
 

 

保健事業の一層の推進について 

⚫ 協会ではこれまで、35歳以上の被保険者を対象とした生活習慣病予防健診、40歳以上の被扶養者を対象とした特定健診、特

定保健指導を中心とした保健事業に注力してきましたが、医療費の適正化及び加入者の健康の保持増進をより一層推進するう

えでは、更なる健診・保健指導の実施率向上と重症化予防対策の充実を図るとともに、就労等により生活習慣が変化する 20

代から健康意識の醸成を図り、加入者の自主的な健康増進及び疾病予防の取組を推進することが必要です。 

⚫ また、国で整備が進められている医療 DXのインフラも活用しつつ、より多くの加入者の健診結果等を若年から経年的に保有

し、これらのビックデータを活用することで、保健事業の一層の推進を図る必要があります。 

⚫ これらのことを踏まえ、現役世代への取組をより一層推進する観点から、被保険者及び被扶養者を対象に実施する健診体系の

見直し及び重症化予防対策の充実を行います。 
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 実施内容 
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 協会けんぽ人間ドック補助実施機関の申請状況（令和 7年 10月現在） 

  

保健事業の一層の推進について 

〇～補助実施申請機関 

〇〇～補助実施未申請機関 

 

〇〇の健診機関で人間ドック
を実施している場合は、人間
ドック自体は受診できるが、
協会けんぽ補助 25,000円の対
象とならない。 
 
隣接する市町村も含め、県北
地域では人間ドックの補助実

施機関としての申請が無く、
同じ県内の加入者でもサービ
スの違いが発生。 
 
山北徳新会病院、厚生連村上
総合病院の２機関に対し、人
間ドックを実施している場合
は、人間ドック補助実施機関

の申請に必要な第三者認証の
取得※に向けてアプローチ。 

 
※ 健診実施機関の質の確保の観点

から、人間ドック補助実施機関
は、日本人間ドック・予防医療
学会／日本病院会、日本総合健
診医学会、全日本病院協会、全
国労働衛生団体連合会が実施す
る第三者認証を取得しているこ
とを条件とする。 


